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和
七
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日
受
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閣
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衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ト
ル
コ
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
松
原
仁
君
提
出
ト
ル
コ
国
籍
者
へ
の
査
証
免
除
措
置
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
か
ら
令
和
六
年
ま
で
に
お
け
る
ト
ル
コ
国
籍
の
難
民
認
定
申
請
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十

六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
の
難
民
の
認
定
の
申
請
を
い
う
。
）
を
し
た
者
の
「
各
月
別
の
合

計
」
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
一
月
の
合
計
が
五
百
四
十
七
人
、
二
月
の
合
計
が
五
百
八
十
七
人
、
三
月
の
合
計
が
六
百
五
十

三
人
、
四
月
の
合
計
が
三
百
五
十
九
人
、
五
月
の
合
計
が
二
百
七
十
四
人
、
六
月
の
合
計
が
二
百
五
十
五
人
、
七
月
の
合
計

が
二
百
三
十
三
人
、
八
月
の
合
計
が
二
百
十
一
人
、
九
月
の
合
計
が
百
八
十
五
人
、
十
月
の
合
計
が
二
百
三
人
、
十
一
月
の

合
計
が
二
百
三
十
六
人
、
十
二
月
の
合
計
が
三
百
三
十
一
人
（
い
ず
れ
も
速
報
値
）
で
あ
る
。 


